
第４章 「とくしま農林漁家民宿」の開業におけるその他の緩和措置

4-１ 農林漁家民宿が行う送迎輸送を道路運送法の許可対象外として明確化

（宿泊施設がその宿泊者を対象に行う送迎のための輸送について）

平成15年3月28日付通知（自動車交通局旅客課長）

緩 和 後 緩 和 前

農林漁家民宿が，宿泊サービスの一環と 宿泊者に対する送迎が「白タク営業（営

して行う送迎輸送は原則として許可対象外 業許可を持たずにタクシー業務を行うこ

であり，道路運送法上の問題はないことが と）」に相当するのではないかとの指摘

明確化されました。 がありました。

注）ただし，送迎に係る料金を徴収したり，送迎を

利用する客と利用しない客との間に宿泊料金に差

を付けたりする場合は，道路運送法の営業許可の

対象となります。

4-2 農家民宿が行う農林漁業体験サービスを旅行業法の対象外として明確化

（農家民宿が自ら宿泊者に対して行う農業体験サービスに関する旅行業法上の解釈

の明確化について）

平成15年3月2０日付通知（国土交通省総合政策局観光部旅行振興課長）

緩 和 後 緩 和 前

農家民宿自らが，運送･宿泊サービスに 運送･宿泊サービスに農林漁業体験を

農業体験を付加して販売･広告することは， 付加し販売･広告することは旅行業法に

旅行業法に抵触しないことが明確化されま 抵触するのではないかとの指摘がありま

した。 した。

4-3 農業生産法人の業務に民宿経営等を追加

農地法【平成17年9月1日より全国展開】

緩 和 後 緩 和 前

農業生産法人が特区内において実施する 民宿経営は農業生産法人の行う農業関

農作業体験施設の設置運営や農林漁業体験 連事業の範囲外でした。

民宿業が農業関連事業に追加されました。 （農業関連事業の範囲：農畜産物の貯蔵

･運搬又は販売，資材製造，農作業受託）



4-4 農林漁業体験民宿業者の登録の対象範囲の拡大

余暇法【平成17年12月1日付施行】

緩 和 後 緩 和 前

宿泊施設（一般の民宿･旅館など）が， 農林漁業体験民宿業に登録できるの

地域の農林漁業者と連携して農林漁業体験 は，経営者が農林漁業者又はその組織す

サービスを提供する場合も農林漁業体験民 る団体に限定していました。

宿として登録することが可能となりまし

た。

4-5 自家製梅酒等の提供に関する特例

酒税法【平成２０年４月３０日付施行】

緩 和 後 緩 和 前

『酒場，料理店等を営む方については， 酒類に他の物品を混和する場合には，

一定の要件の下に酒類の製造免許を受ける 原則として新たな酒類を製造したものと

ことなく，その営業場において自家製梅酒 みなされ酒類の製造免許が必要。

等を提供することができる。』特例措置が なお，消費の直前に混和する場合や消

設けられました。 費者が自己の消費のために混和する場合

等は，製造免許が不要とされていた。

注）税務署の通知参考







4-６ 構造改革特区における規制緩和

都市との交流やグリーンツーリズムの推進に関する特区が，全国各地で認定されて

おり，例えば酒税法の緩和が認められる「農家民宿等による濁酒の製造事業の特区」

（どぶろく特区）などがあります。

＜参考＞

「農家民宿等による濁酒の製造事業の特区」（どぶろく特区）

（酒税法【構造改革特別区域法は平成１５年４月１日より施行】）

特区以外 製造量が６ｋℓに達しない場合，雑酒（濁酒）製造免許を受けることが

できない。

特区 農家民宿等を営む農業者が，自ら生産した農産物を主原料として濁酒を

製造する場合には，酒類製造免許に当たって，最低製造数量基準（６ｋ

ℓ）を適用しない。

吉野川市と吉野川市美郷商工会が申請した，「自然豊かな梅の里吉野川市美郷・梅酒

特区」（梅酒の製造免許に係る要件緩和）は，平成２０年７月９日に認定されました。

また，平成20年5月１４日に成立した「構造改革特別区域法の一部を改正する法

律」より，次のように酒税法の緩和がなされており，今後，これらを使った特区の申

請がなされるものと考えられます。

① 構造改革特別区域内において農林漁業体験民宿業等を営む農業者が自ら生産した

果実を原料とした果実酒を製造するため果実酒の製造免許を申請した場合には，当

該製造免許に係る最低製造数量基準を適用しない。

② 構造改革特別区域内において地方公共団体の長が地域の特産物として指定した農

産物を原料とした果実酒又はリキュールを製造しようとする者が，果実酒又はリキ

ュールの製造免許を申請した場合には，当該製造免許に係る最低製造数量基準を引

き下げる（果実酒：年間６キロリットル→２キロリットル，リキュール：年間６キ

ロリットル→１キロリットル）こととする。

4-７ 農林漁業者以外の者が農林漁業体験民宿業を営む場合の客室延床面積基準

（旅館業法施行規則の一部を改正する省令の施行について）

平成28年3月31日付通知（厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部長）

緩 和 後 緩 和 前

農林漁業者以外の者がその居宅において 農林漁業体験民宿業で簡易宿所営業の

農林漁業体験民宿業を営む場合にも，簡易 客室延床面積基準（３３㎡以上）が適用

宿所営業の客室延床面積基準が適用されな されないのは，農林漁業者が営む場合の

いこととなりました。 みでした。


